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Ⅰ―１）背景・目的

一部の癌患者は、意識を保つことを前提とした緩和ケアに反応しない苦痛を体験する。鎮静は、緩

和困難な苦痛に対する手段のひとつであるが、医師、あるいは、施設による施行率に大きな差があり、

緩和ケアの経験や考え方が施行に影響している。鎮静が過剰におこなわれた場合、意識を低下させず

に緩和が得られたかもしれない苦痛をもった患者が意識低下を前提とした治療を受けるという好まし

くない現象が生じる。一方、鎮静によってしか緩和されない苦痛を持った患者に鎮静が適用されなか

った場合、患者は不必要な苦痛を体験することになる。特に持続的な深い鎮静は患者･家族に与える

影響が大きい。

本ガイドライン作成の目的は、医師や看護師が鎮静、特に持続的な深い鎮静を適切に行いうるよう

支援することを通じて、患者がより質の高いケアを受けられるようにすることである。

Ⅰ－2）適応の注意

１．対象

緩和ケア病棟に入院している、あるいは、緩和ケアチームの診療を受けている、治癒を見こむこと

ができない成人の癌患者とその家族を対象として想定する。

本ガイドラインが対象者を「緩和ケア病棟に入院している、あるいは、緩和ケアチームの診療を受けてい

る」患者に限定した理由は、それ以外の状況における知見がほとんど得られていないためである。本ガイ

ドラインをそれ以外の状況に適用することをさまたげるものではない。

2．効果の指標

生命の質、死の過程・死の質（quality of life, dying, and death）を効果の指標とする。何が生命の質、

死の過程・死の質を決定するかは、患者･家族の価値観によって異なるため、画一的には決定できな

いが、多くの患者･家族にとって、生命の質、死の過程・死の質の重要な要素となるのは、身体的苦

痛の緩和、精神的おだやかさ、人生の意味や価値を感じられること、家族との関係を強めること、死

に対するこころ構えができること、心残りがないことなどである。

3．使用者

緩和ケア病棟、あるいは、緩和ケアチームの医療チームを使用者とする。

4．個別性と人間性の尊重

本ガイドラインは、ガイドラインにしたがった画一的なケアを勧めるものではない。ガイドライン

は臨床的、学問的に満たすべき一般的な水準を定めているが、個々の患者への適用は、対象となる患

者の個別性に十分配慮し、医療チームが責任を持って決定するべきものである。

また、本ガイドラインの適用にあたっては、ガイドラインの各項目を満たすかどうかを判断するこ

とが医療チームの役割ではないことを十分に認識する必要がある。ガイドラインの項目を十分に検討
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2 Ⅰ　はじめに

することを通じて、患者･家族と理解を深めあい、ともに困難な過程をわかちあうことが重要である。

本ガイドラインでは鎮静に限定した内容のみを表記している。実際の適用にあたっては、鎮静だけ

を議論することは適切ではなく、患者・家族の人生や生活全体におよぶ配慮が必要である。

5．定期的な再検討の必要性

2007年末までに再検討をする（改訂責任者：日本緩和医療学会理事長）。

6．責任

本ガイドラインの内容については日本緩和医療学会理事会が責任を持つが、個々の患者への適用に

関しては患者を直接担当する医師が責任を持つ。

7．利害関係

本ガイドラインの作成にかかる費用は、厚生科学研究「がん医療における緩和医療及び精神腫瘍学

のあり方と普及に関する研究」班より拠出された。本ガイドライン作成のどの段階においても、ガイ

ドラインで扱われている薬剤の販売会社など利害関係を生じうる団体からの資金提供は受けていな

い。また、ガイドラインに参加した委員は、扱われている薬剤の販売会社など利害関係を生じうる団

体との関係を持たない。
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Ⅱ　定義

Ⅱ－１）鎮静の定義と分類

苦痛緩和のための鎮静について国際的に統一された定義はない。本ガイドラインでは、系統的文献

検索に基づいて合意の得られた定義と分類を採用する。

１．鎮静の定義

１）苦痛緩和を目的として患者の意識を低下させる薬物を投与すること、あるいは、２）苦痛

緩和のために投与した薬物によって生じた意識の低下を意図的に維持すること。

本定義では、睡眠障害に対する睡眠薬の投与は鎮静に含まない。

意図せずに意識の低下が生じた場合、意識低下を軽減させる処置を行う場合は、鎮静に含まれない

（意図せず生じた意識の低下を意図的に維持する場合は、鎮静に含まれる）。

2．鎮静の分類

鎮静様式、および、鎮静水準を下位分類として定義する。鎮静は下位分類の組合せによって表現さ

れる（「持続的深い鎮静」、「間欠的浅い鎮静」など）。

１）鎮静様式

・持続的鎮静：中止する時期をあらかじめ定めずに、意識の低下を継続して維持する鎮静。

・間欠的鎮静：一定期間意識の低下をもたらした後に薬物を中止・減量して、意識の低下しない

時間を確保する鎮静。

２）鎮静水準

・深い鎮静：言語的･非言語的コミュニケーションができないような、深い意識の低下をもたら

す鎮静。

・浅い鎮静：言語的･非言語的コミュニケーションができる程度の、軽度の意識の低下をもたら

す鎮静。

Ⅱ－2）その他の定義

・家族

夫婦、親子、兄弟など患者と姻戚もしくは血縁関係にある人々、あるいは、情緒的、機能的、経

済的に支援しあい患者が家族であると認識している人々。

・医療チーム

医師、看護師、心理専門家、医療ソーシャルワーカー、薬剤師など複数の専門職種からなる患者

ケアを行うチーム。

・積極的安楽死

医師が患者の死をもたらすことを意図して、薬物を投与することによって生じる死亡。
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Ⅲ－１）生命倫理学的基盤

鎮静についての生命倫理学的基盤について、当委員会は以下の点について合意した。

１．鎮静と安楽死との違い

鎮静と安楽死は、意図（苦痛緩和 vs. 患者の死亡）、方法（苦痛が緩和されるだけの鎮静薬の投与

vs. 致死性薬物の投与）、および成功した場合の結果（苦痛緩和 vs. 患者の死亡）の３点において異な

る医療行為である。

2．鎮静における好ましい効果と好ましくない効果

鎮静における好ましい効果とは苦痛緩和である。

好ましくない効果とは、一般的に、意識の低下、コミュニケーションができなくなること、生命予

後を短縮する可能性である。しかし、患者･家族によっては、意識の低下や生命予後を短縮する可能

性を好ましくないとは考えない場合がある。

3．鎮静の倫理学的基盤

鎮静は、以下の３条件を満たす場合に妥当と考えられる。

１）意図

鎮静は苦痛緩和を目的としていること。

２）自律性［（ａまたはｂ）かつｃ］

a）患者に意思決定能力がある場合、必要十分な情報を知らされたうえでの明確な意思表示が

ある。

b）患者に意思決定能力がない場合、患者の推定意思がある。

c）家族の同意がある。

３）相応性（proportionality）

患者の状態（苦痛の強さ、他に緩和される手段がないこと、予測される生命予後）、予測される益

benefits（苦痛緩和）、および、予測される害 harms（意識・生命予後への影響）からみて、鎮静が、

すべてのとりうる選択肢のなかで、最も状況に相応な行為であると考えられる。

4．家族の役割

家族は患者とともにケアの重要な対象であり、鎮静に関する意思決定に際して、患者に対するのと

同じように、家族への十分な配慮が必要である。

Ⅲ　持続的深い鎮静：推奨と委員会合意

鎮静ガイドライン_03-21  06.11.7  3:02 PM  ページ4



5

Ⅲ－2）要件

持続的深い鎮静を行う要件を以下のように定める。

A、B、Cはそれぞれ、医療者の意図、自律性原則、相応性原則（principle of proportionality）に基づ

く倫理的基盤を与える。Dは鎮静の安全性を高める。

A．医療者の意図

１）医療チームが、意図が苦痛緩和であることを理解している。

２）鎮静を行う意図（苦痛緩和）からみて相応の薬物、投与量、投与方法が選択されている。

B．患者･家族の意思（1かつ２）

１）患者

（１）意思決定能力がある場合。

必要十分な情報を提供されたうえでの明確な意思表示がある。

（２）意思決定能力がないとみなされた場合。

患者の価値観や以前の意思表示にてらして患者が鎮静を希望することが十分に推測でき

る。

２）（家族がいる場合には）家族の同意がある。

C．相応性

患者の状態（苦痛の強さ、他に苦痛緩和の手段がないこと、予測される生命予後）、予測され

る益benefits（苦痛緩和）、および、予測される害 harms（意識・生命予後への影響）からみて、

とりうるすべての選択肢のなかで、鎮静が最も状況に相応な行為であると考えられる。

１）耐えがたい苦痛があると判断される。

２）苦痛は、医療チームにより治療抵抗性と判断される。

３）原疾患の増悪のために、数日から２～３週間以内に死亡が生じると予測される。

Ｄ．安全性

１）医療チームの合意がある。多職種が同席するカンファレンスを行うことが望ましい。

２）意思決定能力、苦痛の治療抵抗性、および、予測される患者の予後について判断が困難な

場合には、適切な専門家（精神科医、麻酔科医、疼痛専門医、腫瘍専門医、専門看護師な

ど）にコンサルテーションされることが望ましい。

３）鎮静を行った医学的根拠、意思決定過程、鎮静薬の投与量・投与方法などを診療記録に記

載する。
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Ⅲ－3）治療とケアの実際

持続的深い鎮静の適用の判断と治療･ケアについてフローチャートで示す（フローチャートの一覧

は巻末に付す）。「適用外」とは、本ガイドラインの定める一般的な場合の要件を満たさないことを意

味するが、患者の個別性に十分配慮したうえで熟慮して行われる臨床上の決定をさまたげるものでは

ない。

全ての項目について医療チームとして判断し、診療記録に記載を行うこと。

PART Ⅰ　医学的適応の検討�

適用外�

適用外�

PART Ⅱ へ�

①成人　②治癒の見込めない悪性腫瘍�

③緩和ケア病棟／緩和ケアチームの診療�

該当する�
該当しない�

耐えがたい苦痛＊1

適用外�

あ
り�

な
し�

有効と考えられる緩和治療＊2

不
明�

な
し�

適用外�

あ
り�

専門家へのコンサルテーション�

期間を限定した治療（Time-limited trial）�

予測される生命予後＊3

不
明�

2-3週以下� 2-3週以上�

専門家へのコンサルテーション�
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＊１ 耐えがたい苦痛の評価・内容

１）評価

①患者自身が耐えられないと表現する。あるいは、②患者が表現できない場合、患者の価値観にて

らして、患者にとって耐えがたいことが家族や医療チームにより十分推測される場合に、苦痛を耐え

がたいと評価する。

２）内容

鎮静の対象になりうる症状は、せん妄（痴呆に伴うせん妄など臓器不全を伴わないせん妄は除く）、

呼吸困難、過剰な気道分泌、疼痛、嘔気・嘔吐、倦怠感、痙攣・ミオクローヌス、不安、抑うつ、心

理・実存的苦痛（希望のなさ、意味のなさなど）などである。ただし、不安、抑うつ、心理・実存的

苦痛が単独で持続的深い鎮静の対象症状となることは例外的であり、適用の判断は慎重に行なうべき

である。

「身の置き所のなさ」、「不穏」、「混乱」、「全身のつらさ」、「精神的苦悶」など定義が曖昧な用語の

使用は推奨しない。苦痛の内容を特定できない場合、「特定できない苦痛」と記載する。

＊2 治療抵抗性の定義・評価

１）定義

①全ての治療が無効である、あるいは、②患者の希望と全身状態から考えて､予測される生命予後

までに有効で、かつ、合併症の危険性と侵襲を許容できる治療手段がないと考えられる場合、苦痛を

治療抵抗性と評価する。

２）評価

治療可能な要因について、原因治療、対症療法、および、寄与因子（苦痛を耐えやすくする、ある

いは、耐えにくくする心理･社会的・環境要因）、それぞれについて検討する。

十分な評価、治療を行わずに治療抵抗性であるとしてはならない。苦痛の治療抵抗性が不明瞭な場

合、期間を限定して苦痛緩和に有効な可能性のある治療を行うこと（time-limited trial）を検討する。

表１に鎮静の対象となりうる症状に対する代表的な治療を列記する。全ての治療が網羅されている

のではない。また、鎮静を行う前に以下の全ての治療が行われていなければならないことを示すもの

ではない。

＊3 全身状態・生命予後の評価

対象患者の全身状態について、評価尺度（Palliative Prognostic Score, Palliative Prognostic Indexな

ど；表２）、予後因子（Karnofsky Performance Scale、呼吸困難、食思不振、経口摂取量、せん妄、浮

腫など）、臓器不全の有無（呼吸不全、肝不全、腎不全、心不全など）、および、臨床的に予測される

予後を評価し記載する。

患者の全身状態を表現するために「終末期」、「死亡が切迫している」など曖昧な表現は推奨しない。

系統的な評価を十分行わずに患者の生命予後が限られていると判断してはならない。

通常、持続的深い鎮静の対象となる患者の生命予後は数日以下である。
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表1　鎮静を施行する前に検討するべき緩和ケア�

①せん妄�
・環境調整�
・治療可能な原因の探索･治療（高カルシウム血症、低ナトリウム血症、感染症、低酸素血症、脱水、
脳腫瘍など）�
・薬物の調節（必須ではない薬物・神経毒性を有する薬物の減量･中止･変更）�
・疼痛、呼吸困難など緩和されていない苦痛の治療�
・抗精神病薬の投与�
②呼吸困難�
・治療可能な原因の探索･治療（胸水、心嚢水、上大静脈症候群、気道狭窄、気管支喘息、肺炎、気胸、
心不全、貧血、腹水、不安など）�
・酸素�
・オピオイド�
・ステロイド�
・不安に対する治療（抗不安薬、精神的支援）�
③過剰な気道分泌�
・治療可能な原因の探索･治療（肺炎、心不全、食道気管支瘻など）�
・喀痰ドレナージ�
・気道分泌抑制薬�
・輸液の減量・中止�
④疼痛�
・治療可能な原因の探索･治療（骨折、膿瘍、胃十二指腸潰瘍、消化管穿孔、急性膵炎など）�
・オピオイド、非オピオイド、鎮痛補助薬�
・鎮痛薬による有害事象に対する治療�
・神経ブロック、放射線療法、外科的治療�
⑤嘔気･嘔吐�
・治療可能な原因の探索･治療（NSAIDs・オピオイドなどの薬物、高カルシウム血症、脳転移、消化
管閉塞、便秘、胃十二指腸潰瘍など）�
・ ステロイド�
・ 消化管分泌抑制薬、消化管減圧術（消化管閉塞の場合）�
・ 制吐剤（ドーパミン遮断性、ヒスタミン遮断性、セロトニン遮断性、コリン遮断性）�
⑥倦怠感�
・治療可能な原因の探索･治療（高カルシウム血症、低ナトリウム血症、感染症、貧血、脱水、抑う
つなど）�
・メチルフェニデート�
・ステロイド�
⑦痙攀･ミオクローヌス�
・治療可能な原因の探索･治療（薬剤、脳転移など）�
・抗痙攣薬�
⑧不安、抑うつ、心理・実存的苦痛（希望のなさ、意味のなさなど）�
・治療可能な身体的原因の治療（薬物、緩和されていない身体的苦痛、低酸素血症、脳転移、アカシ
ジアなど）�
・身体的機能の喪失の最小化（リハビリテーションや代替手段の検討など）�
・精神的支援（傾聴、感情表出の促し、ライフレビューなど）�
・気分転換、環境整備、リラクゼーション（漸進的筋弛緩法など）�
・ソーシャルサポートの強化�
・薬物療法（抗不安薬、抗うつ薬など）�
・心理専門家、宗教家へのコンサルテーション�
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表2　全身状態の評価尺度�

Palliative Performance Scale

起居� 活動と症状� ADL 経口摂取� 意識レベル�

100�
�

90�
�

80�
�

70�
�

60�
�

50�
�

40�
�

30�
�

20�
�

10

100％起居している�

正常の活動・仕事が可能�
症状なし�

自立�

正常�

清明�
何らかの症状はあるが�
正常の活動が可能�

正常�
もしくは�
減少�

ほとんど起居している�

明らかな症状があり�
通常の仕事や業務が困難�

明らかな症状があり�
趣味や家事を行うことが困難�

ときに介助� 清明�
もしくは�
混乱�ほとんど座位もしくは臥床�

著明な症状があり�
どんな仕事もすることが困難�

しばしば介助�

ほとんど臥床�
著明な症状があり�

殆どの行動が制限される�
ほとんど介助�

清明�
もしくは�
傾眠±混乱�常に臥床�

著明な症状があり�
いかなる活動も行うことができない�

全介助� 数口以下�

マウスケアのみ�

Palliative Prognostic Index
得点が6より大きい場合3週間以内に死亡する確率は感度80％、特異度85％、陽性反応適中度71％、陰性反応適中度90％�

（Morita T. Support Care Cancer 1999; 7: 128-133）。�

Palliative Performance Scale�

�

�

経口摂取*�

�

浮腫�

安静時の呼吸困難�

せん妄�

10-20�

30-50�

≧60�

著明に減少（数口以下）�

中程度減少（減少しているが数口よりは多い）�

正常�

あり�

あり�

あり**

4.0�

2.5�

0�

2.5�

1.0�

0�

1.0�

3.5�

4.0

*  ： 消化管閉塞のために高カロリー輸液を受けている場合は「正常」とする�
** ： 薬物が単独の原因となっているもの、臓器障害に伴わないものは除外する�

Palliative Prognostic Score
得点が0-5.5、5.6-11、11.1-17.5の場合、30日生存確率（生存期間の95％信頼区間）が、それぞれ、＞70％（67-87日）、�
30-70％（28－39日）、＜30％（11-18日）（Maltoni M. J Pain Symptom Manage 1999; 17: 240-247）。�

臨床的な予後の予測�
�
�
�
Karnofsky Performance Scale

1-2週�
3-4週�
5-6週�
7-10週�
11-12週�
＞12週�
10-20�
≧30

8.5�
6.0�
4.5�
2.5�
2.0�
0�
2.5�
0

食思不振�
呼吸困難�

白血球数�
�
リンパ球％�

あり�
あり�
>11000�
8501-11000�
0-11.9%�
12-19.9%

1.5�
1.0�
1.5�
0.5�
2.5�
1.0
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10 Ⅲ　持続的深い鎮静：推奨と委員会合意

PART Ⅱ　患者・家族の希望を確認する�

PART Ⅰ より�

患者の意思決定能力＊1

不
明�

なし�

あり�

コンサルテーション�
患者の�
推定意思＊2

患者の�
明確な意思＊3-5

家族の�
明確な意思＊3, 4

あ
り�

あ
り�

なし� なし�

な
し�

適用外�

患者－家族間・家族内の�
意思の不一致＊6, 7

意見調整�

一致した希望�

な
し�

適用外�

PART Ⅲ へ�

あ
り�

あ
り�

な
し�

あ
り�

鎮静ガイドライン_03-21  06.11.7  3:02 PM  ページ10



11

＊１ 意思決定能力の定義・評価

意思決定能力は、①自分の意思を伝えることができること、②関連する情報を理解していること、

③鎮静によって生じる影響の意味を認識していること、および、④選択した理由に合理性があること、

をもとに判断する。

意思決定能力は、経験を十分に有する医療チームによって、そのプロセスを明記したうえで評価さ

れることが望ましい。とくに、抑うつや軽度の意識混濁は見落されやすいが、頻度が高く、患者の意

思決定能力に影響を与えうるので、適切な評価が必要である。

コミュニケーションの例（意思決定能力を評価する）

●関連する情報を理解していること・鎮静によって生じる影響の意味を認識していること

「いま、苦しさを和らげるためにうとうとして過ごす（ぐっすりと眠る）方法があるというお

話をしましたが、どのようにご理解されましたか（もし、ねむって苦しさを和らげる方法を取っ

た場合、どのようになるとご理解されましたか？）」に対して、適切な返答ができる。

●選択した理由に合理性があること

「○○さんは、苦しさを和らげるためにうとうとして過ごす（ぐっすりと眠る）方法をご希望

される、とうかがいましたが、その理由を教えていただけますか」に対して、了解可能な理由を

挙げられる。

＊2 患者に意思決定能力がない場合の意思決定過程

患者に意思決定能力がないと判断された場合、患者の価値観や以前に患者が表明していた意思に照

らし合わせて、現在の状態で患者が何を希望するかについて、家族と共に慎重に検討する。この際に

は、１）家族に期待される役割は患者の意思を推測することであり、家族が全ての意思決定の責任を

負うのではないこと、および、２）鎮静の意思決定については医療チームが責任を共有することを明

確にする。

コミュニケーションの例（患者に意思決定能力がないとき）

●患者が意思表示できれば何を希望するかを家族と相談する

「本来であれば○○さんに伺うことができれば一番いいのですが、今は難しいので、今後のこ

とについてご家族と少し相談させていただきたいと思います。私たちは、今までの〇〇さんの生

き方や価値観を大切にしたケアをしたいと考えています。もし、今の状態でご本人さまが十分に

お話できる状態でしたら、どのような治療を一番に希望されるでしょう？以前になにかおっしゃ

っていたことはありますか？」

●家族からの情報をもとに、鎮静が最善の方法であると考えたことを伝え、責任を共有する

「今伺ったことから考えると、眠るようなかたちであっても、苦しみを感じなくてすむように

してさしあげることが一番よいと思いますが、いかがですか。」

「この決断はとてもつらい決断だと思います。決して、ご家族の方だけに決めてください、と

いうことではありません。わたしたちは、ご家族のお考えをうかがって、一番よい方法を責任を

持って行いたいと考えています。」
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12 Ⅲ　持続的深い鎮静：推奨と委員会合意

＊3 説明内容

説明内容は、患者・家族の希望と、情報提供により生じる益benefitsと害harmsとを十分に検討した

うえで個別に判断する。すなわち、知りたいという患者・家族に対して十分な情報提供ができるよう

配慮するとともに、患者･家族が知りたくない場合、あるいは、情報提供による害harmsが益benefits

を上回ると予測される場合には、提供する情報の量や伝え方に十分に配慮する。

患者･家族に提供する情報として、検討するべき内容は以下の通りである。

①全身状態：身体状況についての一般的説明、根治的な治療法がないこと、予測される状態と予後。

②苦痛：緩和困難な苦痛の存在、苦痛の原因、これまで行われた治療、鎮静以外の方法で苦痛緩和

が得られないと判断した根拠。

③鎮静の目的：苦痛の緩和。

④鎮静の方法：意識を低下させる薬剤を投与すること、状況に応じて中止することができることなど。

⑤鎮静が与える影響：予測される意識低下の程度、精神活動・コミュニケーション・経口摂取・生

命予後に与える影響、合併症の可能性。

⑥鎮静後の治療やケア：苦痛緩和のための治療やケアは継続されること、患者･家族の希望が反映

されることなど。

⑦鎮静を行わなかった場合に予測される状態：他の選択肢、苦痛の程度、予測される予後。

コミュニケーションの例（鎮静の選択肢を指示する）

「いま、苦痛をやわらげるために十分に手を尽くしていますが、意識を保った方法ですっきり

症状をとることは難しいように感じています。苦しさをさらにやわらげるためには、すこしうと

うととして過ごす（ぐっすりと眠る）方法もあります。どのくらいの苦しさならよしとするか、

どのくらいのねむけならよしとするかは、おひとりおひとりで違いますので少し相談させていた

だけますか。」

●患者が鎮静を希望するか確認する

「今の状態は、もう少しねむけが強くなっても苦しいのが和らぐほうがいいとお感じでしょう

か。それとも、今よりねむくなってしまうよりは眠気のあまりこない方法をさがしてほしいとお

感じでしょうか。」

コミュニケーションの例（鎮静がコミュニケーションへ与える影響を説明する）

●浅い鎮静を意図する場合

「うとうとして苦しさが和らぐようにすると、苦しさはあまり感じませんが、ぼんやりするの

で複雑なことを話したり考えたりすることは難しくなるかもしれません。」

●深い鎮静を意図する場合

「ぐっすり眠って苦しいのを和らげる方法をとると、苦しいのは感じなくなりますが、ご家族

とお話をすることは難しくなると思います。」
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コミュニケーションの例（鎮静が生命予後や身体機能に与える影響を説明する）

●鎮静によって生命予後が短縮しないことを保証する

「おくすりを使うと寿命を短くするのではないか、とご心配されるかもしれません。苦しさが

取れるだけの少しの量のおくすりをゆっくりと使いますから、使ったからといってそのせいでか

ならず寿命が短くなるということではありません。」

●コミュニケーションが取れる最後の機会になりうること、急な容態の変化の可能性を説明する

「苦しさをやわらげることが目的ですので、使うおくすりの量は健康な人では心臓や呼吸には

影響しないぐらいの量です。ただ、今、○○さんのからだはとても不安定になっているので、ひ

ょっとすると（おそらくは）おくすりを使って楽になったあと、またお話ができるようになるこ

とは難しくなる可能性があります（うとうととしたままで息をひきとられることになるかもしれ

ません）。慎重に苦しさだけがとれることを目標として行いますが、もしもの時にそなえて、お

伝えしておいたほうがいい方や、そばにいていただいたほうがよい方はいらっしゃいますか。」

コミュニケーションの例（行われるケアを説明する）

●鎮静を受けたあと患者は今までどおり尊厳を大切にしたケアを受けられることを伝える

「おくすりでねむる状態になったからといって看護師や医師がみに来なくなるということでは

ありません。今まで通り、患者さんがなるべく快適に過ごせるように、お口やからだをきれいに

したり、部屋の環境を整えたりいたします。」

＊4 意思表示の自発性･継続性

心理的・社会的圧力により患者・家族の意思決定が影響されていないことを確認する。

また、反復して鎮静を希望する意思表示がある、あるいは、苦痛緩和を希望する一貫した意思表示

がある（「苦しまずに最期を迎えたい」と以前から言っていたなど）など、意思が一時的なものでな

いことを確認することが望ましい。

＊5 あらかじめ患者･家族の意思を確認することについて

鎮静が必要となる状況では患者に意思決定能力がないことがしばしばある。したがって、患者・家

族が情報提供を希望する場合、あるいは、患者・家族にとって情報提供により生じる益benefitsが害

harmsを上まわると判断された場合、緩和困難な苦痛が生じたときにとりうる手段について前もって

情報を提供しておくことが望ましい。

コミュニケーションの例（あらかじめ鎮静について説明する）

患者の将来の苦痛に対する不安、例えば、「先生、この先もっと苦しくなるのでしょうか」、

「母が亡くなった時とてもつらそうでした。私もそうなるのでしょうか」といった表現が、鎮静

の選択肢についてあらかじめ相談するきっかけになることが多い。また、将来の苦痛に対する不

安は言語的に表現されるとは限らず、不安そうな態度や表情が話し合いの糸口になることがある。

13
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14 Ⅲ　持続的深い鎮静：推奨と委員会合意

●苦痛緩和に努めることを保証し、より詳細を話し合う準備があるか確認する

「先々つらいことがふえて苦しむのではないか､と心配されているのですね。以前とちがってい

ろいろな方法があります。私たちは〇〇さんのつらさがなるべく少なくなるように十分対応して

いきますので安心して下さい。いま、もう少し具体的な方法についてご相談したほうがよろしい

ですか。」

●標準的な苦痛緩和手段とその効果について説明する

「痛みはこの先少し強くなってくるかもしれません。たいていの痛みは鎮痛薬を調節してやわ

らげることができます。ただ、状況によっては、痛みをとろうとするとねむけがふえたり、うと

うとするかたちで痛みをやわらげるという方法になる時もあります。もちろん、その折々の○○

さんの希望を伺いながら治療していこうと思いますが、いまもっとくわしく相談したほうがよい

ですか。」

●緩和困難な苦痛を生じる可能性と鎮静の選択肢について提示する

「もし、鎮痛薬で痛みが十分にやわらげられないときに、例えば、睡眠薬などを使って何時間

か眠って苦痛をやわらげたり、つらさを感じないようにすることもできます。」

●代理意思決定者の指名を提案する

「うとうとされることが多くなったり、急な変化があると、ご自分の考えをしっかりとまとめ

たり伝えることが難しくなることがあります。そういうときにそなえて、あらかじめ、あなたの

代りに相談する方として、〇〇さんが信頼している身近な方を決めておかれてお気持ちを伝えて

おくという方法もあります。」

＊6 患者･家族の意思が異なるとき

家族が患者に付添いのできる環境を整える、家族に十分な説明を行なうなど、患者の苦痛や状態を

家族が十分に理解できるように配慮したうえで、患者と家族が話し合い、ともに納得できる方法を見

いだすことができるよう支援する。また、意思の相違に影響していると考えられる家族の心理的要因

（悲嘆や自責感など）に配慮した精神的支援を行う。

患者と家族の意思が異なるために相談を続けているあいだ、患者の意思が最大限尊重され、患者の

益benefitsが最大になる手段を検討する。例えば、患者が持続的深い鎮静を希望しているが、家族の

同意が得られない場合、浅い鎮静や間欠的鎮静により患者の苦痛を最小にすることを検討する。

患者と家族の意思が一致しないまま患者に意思決定能力がなくなった場合、患者の価値観や以前の

意思表示から患者の意思を推測できるよう家族を支援する。

コミュニケーションの例（患者･家族の意思が異なるとき）

●なぜ家族が鎮静を希望しないのかをきき、不安に対処する

「お話をうかがっていると、○○さんとご家族の希望に少し違いがあるように感じました。私

たちは、できる限り、○○さんもご家族も納得のいく治療を行っていきたいと考えています。最

初に、ご家族が……をご希望される理由や心配事を教えていただけますか？なるほど……を心配

されているのですね。ご心配はとてもよく分かります。とてもおつらいと思います。（家族の悲
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嘆の表出を促進し、個別の心配事に対処する）。」

●患者の体験や意思を共有することをすすめる

「例えば、当面、次のことを提案したいのですが、いかがでしょうか。まず、○○さんがどう

思われているか、一緒にお部屋で過ごしていただいて、○○さんに聞かれてはどうでしょうか。

もし、直接おはなしされるのがおつらいようでしたら、わたしたちがそれとなく話してみますの

で、そばで聞いていただいてもいいかと思います。その後で、またご家族みなさんで相談されて

はいかがでしょうか。」

●当面の妥協できる手段を提示する

「もし、相談されている間、○○さんがとても苦しい場合、例えば、その時間だけ休めるよう

におくすりを使ったり、あまり深くは眠らないように、効き目は弱いけれどもうとうとするくら

いのおくすりを使って様子を見ることもできます。」

＊7 家族内の意思が異なるとき

患者の苦痛や状態を家族各々が十分理解できるように配慮したうえで、家族内で直接話し合う機会

をつくり、各々が納得できる方法を見いだせるよう支援する。
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